
改正派遣法に基づくマージン率の公開

2012年10月1日付の「改正労働者派遣法」の施行により、派遣元事業主（当社）は、毎事業年度終了後に

『派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合（マージン率）』を

公開することが義務付けられました。（法第23条第5項）

下記に当社における情報提供項目を公開いたします。

●令和０3年度　［第26期］　　2022/04/01 ～ 2023/03/31

派遣労働者数 8名
無期雇用者 8名

有期雇用者 ０名

派遣先事業主数 6社 -

派遣料金平均額

（円/8H）
¥34,784 -

派遣賃金平均額

（円/8H）
¥22,198 -

派遣労働者マージン率 36.18% -

教育訓練に関する事項

労働者派遣法第30条の4第1

項の労使協定の締結の有無

マージン率に含む費用

・入社時教育訓練（マナー、ＩＴ基礎、プログラミング研修等を3ヵ月間）

・個人情報保護マネジメント研修、情報セキュリティ研修

・業務に応じて追加のシステム開発研修、キャリアアップ研修

有（派遣労働者および派遣就労が予定されている就労者のすべてを対象）

※労使協定有効期限：2024/3/31

差額マージンにつきましては、以下を目的として使用します。

・当社が負担する社会保険料（厚生年金保険・健康保険・介護保険・子供子育て拠

出金）

・当社が負担する雇用保険料・労災保険料

・当社が負担する一般財団法人あんしん財団事業総合傷害保険

・当社が負担する独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済

・当社が負担する独立行政法人中小企業基盤整備機構中小企業倒産防止共済

・年次有給休暇および特別休暇の取得にかかる賃金及び残業代（委託元への請求は

できません）

・当社での教育訓練費・福利厚生費・健康診断料（一般・生活習慣病等）

・キャリアアップ教育費（セミナー受講料、資格試験受験料、書籍購入料、宿泊交通費

などを含む）

・事業運営費（募集媒体費・広告費・営業費・残業代や待機時給与含む社員人件

費、及びクラブや社員イベント等の活動費・賃借料・通信費・設備費・などの諸経費）

・顧問会計士委託料

・社労士委託料

・その他事務用品等備品

・OCMアワードで還元する報酬

・利益（業務委託の料金から労働者の賃金および上記の費用を差し引いた利益）


